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１．はじめに 

 

人口低密度地域における地域公共交通は，市民の日

常的な移動を支える重要な役割を果たしている半面，集

客性や事業性に乏しい現状にある．そのため，運行事業

者による独立採算を原則としてきたわが国では，こうし

た地域からの路線バスの休廃止や減便が相次ぎ，市民モ

ビリティの低下が懸念される．一方で，わが国の財政は

逼迫した状況にあることから，地域条件に適した公共交

通の運営・運行方式に転換することが求められている．   

そこで，本研究では，①少需要適応型の乗合公共交

通（DRTや乗合タクシーなど）の導入適性が高まる需
要密度の条件を明らかにするとともに，②地域に適した

運行方式をどう選択し，それをどのような仕組みで運営

していくか－について考察する．前者については，

DRTや乗合タクシーが導入されている市町村の社会経
済データを整理し，少需要適応型の交通モードがどのよ

うな需要密度の条件下で運行されているかを明らかにす

る．後者については，筆者が関わった青森県八戸市南郷

区の公共交通計画に関する事例をもとに，どのような意

思決定に基づいて，定時定路線運行からデマンド運行に

転換したのかを考察する． 

 

２．小規模需要に適した交通モードと導入地域の特性 

  

近年，コミュニティバスや乗合タクシー，DRT（De
mand Responsive Transport；デマンド型交通）といった
交通モードの導入事例が増えている．これらは，通常の

路線バスとタクシーの隙間にあたる交通手段として位置

づけられ，需要の時間的・空間的発生密度が小さい，小

規模需要に適した交通モード（少需要適応型交通）とし

て考えることができる． 

表１は，少需要適応型交通の特徴について，①運行 
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経路（ルート）と②時刻表（ダイヤ）の視点から，モー

ドごとに整理したものである１）．コミュニティバスは

通常の路線バスと同様に，定められたルートとダイヤに

基づいて運行されている（定時定路線）（１）が，乗合タ

クシーやDRT，過疎地有償運送は，ルートやダイヤが
必ずしも固定されているとは限らない．なかでも，

DRTは，利用者の事前予約に応じてその都度，ルート
やダイヤを設定して運行する交通モードであることから，

定時定路線運行と比較して，需要の薄いケースにも導入

適性があるとされている２）３)．しかし,通常の路線バス

や乗合タクシー，過疎地有償運送と比較して，DRTの
導入適性が高まる「需要の薄さ」がどの程度であるのか

はほとんど明らかにされてこなかった． 

表１ 少需要適応型交通の特徴１） 

 運行経路（ルート） 時刻表（ダイヤ） 

通常の路線バス 

コミュニティバス（１） 
決まっている 決まっている（２） 

乗合タクシー 

（非デマンド型） 

決まっていない場合

もある 
決まっていない場合

もある（２） 
一部または全部が 
決まっていない 

一部または全部が 
決まっていない 

ＤＲＴ 

（デマンド型交通） 
利用者の予約に応じて決定 

過疎地有償運送 
決まっている場合も、一部または全部が 

決まっていない場合もある 
そこで，本研究では，まず，DRTをはじめとした少
需要適応型交通が実際に運行されている市区町村を調査

することにより，人口や面積等の基本的な社会経済指標

の違いによって，導入された交通モードに違いが見られ

るかを明らかにする．具体的には，全国53運輸支局を対

象に，①デマンドバス，②過疎型乗合タクシー（非デマ

ンド型），③デマンド型乗合タクシー，④過疎地有償運

送－を運行している市町村名を記入してもらうアンケー

ト調査を実施した．そのうえで，近年の市町村合併の影

響を受ける以前の国勢調査（平成12年度）データをもと

に，該当する市町村の人口や面積等の社会経済指標を求

めた．なお，運輸支局に対するアンケート調査は，平成

18年4月～6月にかけて行い，52の支局から回答を得るこ

とができた．また，各モードを運行している市区町村は

表２に示したとおりであるが，「ハイヤー･タクシー年

鑑」４）やインターネット等で，詳細な運行形態が明ら



かにならなかった，あるいは，実験運行のみ実施した自

治体（13市町村）はリストからは除いてある． 

表２ 本研究で対象とした運行事例 

モード
(北海道) 今金町 天塩町 初山別村 帯広市 **
(東京都) 目黒区 (新潟県) 浦川原村 (富山県)
富山市 平村 福野町 (長野県) 豊野町
(岐阜県) 白鳥町 (滋賀県) 山東町 (鳥取県)
鳥取市 (高知県) 中村市
(北海道) 中札内村 (宮城県) 丸森町 鹿島台町
気仙沼市 石巻市 (山形県) 大石田町 尾花沢市
(福島県) 田島町 福島市 (新潟県) 川口町
亀田町 (長野県) 高遠町 (福井県) 福井市
(静岡県) 戸田村 小笠町 菊川町 三島市
袋井市 (兵庫県) 篠山市 山崎町 (和歌山県)
高野町 川辺町 金屋町 (鳥取県) 若桜町
(岡山県) 倉敷市 山手村 (広島県) 大朝町
宮島町 三次市 (山口県) 大島町 阿東町
(愛媛県) 三崎町 城川町 (佐賀県) 伊万里市
相知町 浜玉町 牛津町 白石町 山内町
(長崎県) 松浦市 大島村 平戸市 (熊本県)

上村 免田町 岡原村 須恵村 深田村
御所浦町 (宮崎県) 川南町 北浦町 串間市
小林市 高原町 高崎町 南郷村 (鹿児島県)
末吉町 蒲生町 入来町 祁答院町 阿久根市
出水市 川辺町 金峰町
(北海道) 帯広市 (岩手県) 雫石町 前沢町
(宮城県) 一迫町 女川町 東和町 (山形県)
川西町 高畠町 飯豊町 (福島県) 小高町
新地町 船引町 双葉町 大熊町 中島村
白沢村 保原町 浪江町 (茨城県) 東海村
(栃木県) 芳賀町 (千葉県) 酒々井町 (富山県)
大沢野町 (石川県) 押水町 (長野県) 武石村
堀金村 長野市 富士見町 (福井県) 大野市
高浜町 勝山市 (岐阜県) 白鳥町 海津町
(三重県) 一志町 (滋賀県) 栗東町 浅井町
米原町 (京都府) 綾部市 (和歌山県) 南部川村
南部町 (島根県) 掛合町 斐川町 (岡山県)
倉敷市 (広島県) 大和町 美土里町 加計町

三良坂町 (福岡県) 前原市 (佐賀県) 芦刈町
(熊本県) 菊池市
(北海道) 知内町 (青森県) 佐井村 (秋田県)

上小阿仁村 (茨城県) 里美村 (群馬県) 勢多郡東村
黒保根村 (富山県) 氷見市 (長野県) 阿南町
開田村 三岳村 塩尻市 中川村 生坂村
(岐阜県) 河合村 宮川村 (京都府) 三和町
日吉町 美山町 (鳥取県) 倉吉市 (岡山県)
岡山市 (徳島県) 上勝町

＊　　 平成12年国勢調査実施時点の市町村名で掲載
＊＊　帯広市の事例は２箇所ある 

運行している市町村名 *

過疎地
有償運送

デマンドバス

過疎型乗合
タクシー

(定路線運行）

デマンド型
乗合タクシー

 

 図１は，表２に示した市区町村の可住地人口密度（３）

を交通モードごとに集計したものである．その結果，デ

マンドバスを運行している市区町村では，400～599人／

km2の階級が最も多くなっているが，そのほかの交通モ

ードは，200～399人／km2の階級が最頻値となっている． 

次に，可住地人口密度の平均値をモードごとに集計

した結果が表３である．わが国全体の可住地人口密度の

平均値が1,053.5人／km2（平成11年）であることから，

乗合タクシーやDRT（デマンド型乗合タクシー），過
疎地有償運送は，実際に需要密度の薄い環境で導入され

ていることが分かる．特に，過疎地有償運送は他の交通

モードよりも人口低密度の地域で運行されている． 

 市区町村の可住地面積が総面積に占める割合（可住地

面積割合）を交通モードごとに集計した結果が図２であ

る．特に，過疎地有償運送を導入している市町村の約７

割が可住地面積割合が20％未満であり，わが国全体の平

均値（32.1％）よりも低い値となっている．従って，過

疎地有償運送は，生活圏の中心から離れた地域で導入事

例が多く，かつ，需要密度が十分に薄いケースほど導入

適性が高まると考えられる．一方で，乗合タクシー（非

デマンド型）とDRTには比率の明確な違いが見られな
かった．表１に示したデマンド型乗合タクシーの多くが

起終点を固定したSemi-Dynamicの運行形態を採ってお
り（49件中35件），起終点を固定しないDynamicの運行
形態に比べて，単位運行あたりに集約可能な需要が多い．

そのため，定路線運行を行う通常の乗合タクシーと同様

に，車両の乗車定員に配慮した運行計画が必要になり，

結果として乗合タクシー同様の特性を持った地域条件で

DRTが運行されていると考えられる．しかし，DRTに
限らず，地域特性に適した運行方式を選択するためには，

これまでに述べた需要密度からのアプローチに限らず，

既存の交通条件や，公共交通事業の運営面（運行計画の

設定や，運行費の支出など経営に係る側面など）につい

ても考慮する必要がある．次章では，青森県八戸市南郷

区における公共交通の再構築過程に着目して，地域に適

した公共交通をどのような方法で選択し，それをどのよ

うな仕組みで運営しているかについて述べる． 
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図１ 可住地人口密度のモード別割合 
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図２ 可住地面積割合のモード別割合（凡例；図１） 

表３ 可住地人口密度・可住地面積割合の平均値 

可住地人口密度 可住地面積割合
デマンドバス 1640.2 47.3%

過疎型乗合タクシー（非デマンド） 577.4 40.6%
デマンド型乗合タクシー 551.2 44.2%

過疎地有償運送 376.0 19.4%
（人／km2）  



３．八戸市南郷区における取り組み 

 

(1)  南郷区の概要と公共交通 

 青森県八戸市南郷区は，八戸市との合併により設置さ

れた地域自治区であり，同市の中心部から南に十数キロ

離れている（合併前は三戸郡南郷村）．南郷区の可住地

人口密度は200人/km2を下回っており，前章の分析から，

デマンド交通や乗合タクシーよりも過疎地有償運送が多

く計画されている領域にある（表４）． 

表４ 南郷区の概要 

人口（人） ① 6,688
面積（km2） ② 91.1

人口密度（人/km2） ③＝①/② 73
可住地面積（km2） ④ 38.3

可住地人口密度（人/km2） ⑤＝①/④ 174.4
26.0%
43.9%

（平成12年国勢調査データ）
自市内従業・従学率（15歳以上）

６５歳以上人口比率

 
 しかし，南郷村時代には，村内各地から八戸市中心部

を結ぶ路線バスが15系統もあったうえ，村内（区内）の

診療所と村内各地を結ぶ無料の患者輸送バスや，小中学

校通学バス，保育所送迎バスなども運行されており，必

ずしも効率的な供給が行われているとは言えなかった．

こうしたなか，平成17年9月末をもって，路線バスの大

幅な廃止・減便が行われ，広域幹線（国庫補助路線）を

残して，区内路線（市町村による単独補助路線）が廃止

された．そのため，路線バスと接続する区内の新しい公

共交通体系の構築が急務となった． 

 図３は，南郷区の公共交通体系が再構築された過程を

示したものである．第Ⅰ期は区内の路線バスが廃止され

る以前の時期である．第Ⅱ期は，路線バスの廃止代替便

（但し，南郷区内の廃止区間のみを運行する）の運行を

開始したうえで，患者輸送バスをはじめとした自主運行

バスの有料化（１乗車100円）・混乗化を図り，合わせ

て「南郷コミュニティバス」として位置づけた．しかし，

第Ⅱ期の「南郷コミュニティバス」は，第Ⅰ期のルー

ト・ダイヤを基本的には踏襲したため，非効率な運行方

式であることに変わりはなく，特に廃止代替便は，午前

９時台の一便（6.5人/便；H.17.12～H18.2実績）を除い

てほとんど利用者がない状況であった． 

 (2)  運営・運行方式の改良 

 そこで，平成19年１月からは，第Ⅱ期の南郷コミュニ

ティバスのうち，廃止代替便と患者輸送便を一本化し，

利用者の多い時間帯を定時定路線運行（バス）で，少な

い時間帯をDRTで，それぞれカバーする「南郷コミュ
ニティ交通」に再編した（第Ⅲ期）．患者輸送便は，有

料化された第Ⅱ期でも48.9人/日の利用があったうえ，

午前９時台に路線バスに接続する廃止代替便の利用者も

多かったことから，図４に示したように，診療所への通

院が多い時間帯（午前8時～正午）に定時定路線運行の

バスを１往復させるとともに，八戸市内への買物・通院

の便を考慮して，午前6～7時台および午後5～7時台に各

１台ずつのDRTを配車することにした（４）． 
 また，第Ⅲ期の再編計画を策定するにあたって，区民

代表と八戸市役所および運行事業者の担当者を主な構成

員とした「意見交換会」を４回実施し，「区内のほぼ全

域から公共交通を利用して週に３回は八戸市中心街で用

を足すことができる」ことを南郷区における最低限の公

共交通サービスとして位置づける旨の合意形成を図った．

これにより，「南郷コミュニティ交通」は，八戸市街へ

の買物・通院・通勤・通学交通と，区内の診療所交通に

特に重視して運行計画を設定することにした． 

 
図４ 第Ⅲ期の運行計画 

 

(3)  ＤＲＴ部分の運営・運行方式 

 第Ⅲ期の再編で導入されたDRT（コミュニティタク
シー）は，南郷区内のタクシー事業者が乗合事業許可を

受け運行しているが，公共交通の需要密度が低いほど，

予約者のいないDRTの便は増加する．そこで，南郷区
のDRTは，予約の入った便を除いて通常のタクシー営
業を行えるものとし，運行欠損額の補填は，実際に運行

第Ⅰ期
（～H17/9/30）

＊区内路線バス廃止前

継続 廃止代替

第Ⅱ期
（～H18/12/31）

＊廃止代替バス運行時

継続 再編 専用化 専用化

第Ⅲ期
（H19/1/1～）

＊運営・運行方式の改良

南郷コミュニティバス（中学生以下無料）

小中学校
通学バス
（無料）

保育所送迎バス
（無料）

南郷コミュニティ交通

南郷コミュニティ
バス

（定時定路線）

南郷コミュニティ
タクシー
（DRT）

広域幹線
（国庫補助路線）

区内路線
（単独補助路線）

広域幹線
（国庫補助路線）

広域幹線
（国庫補助路線）

廃止代替便

路線バス（南部バス・４条路線）
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図３ 南郷区における公共交通の再構築過程 



された便に限定するものとして，費用を抑えることにし

た．そのため，デマンド型乗合タクシーが運行されてい

る市町村の可住地人口密度の平均値（551.2人/km2）よ

り低密であっても，DRTの導入適性を高めることがで
きた．また，現在（平成19年5月）のところ，DRTの利
用は，南郷区内の路線バス停留所（道の駅なんごう，島

守十文字）を乗降地とする移動に限定されているが，１

～２台の車両で区内全域をカバーできるため，従前の定

時定路線方式と比較しても，DRTの導入適性が高い状
況にあると言える．実際に，本年３月末日までの輸送実

績から推計したDRTの運行費補助額は，60万円/年程度
に抑えられることから，定時定路線バスの費用を考慮し

ても，第Ⅱ期に比べて約400万円/年の行政支出の縮減が

可能になる（表５）． 

表５ 南郷区における公共交通の行政支出額 

国 413.0 191.1 191.1
青森県 413.0 191.1 191.1

八戸市 233.6 154.6 154.6
815.4①
（221.8） ②

- -
601.0③ -

- - 940.0⑦
- - 57.2⑧

1650.0

（1056.4）
（参考）

430.2
575.6 （単位：万円／年）

（注意）
　① 

②

③
④
⑤

⑥
⑦ 平成19年の見込み額（運行事業者へのヒアリング等に基づく）
⑧

平成18補助年度の実績値をそのまま用いた。

1回の運行経費（2,682円）から、最低運賃収入（300円）を差し引いた金額（2,382円）に
240回を乗じたもの。これまでの実績値（H19.1～3）から、1ヶ月の運行回数を20回とし
て推計した。

平成16補助年度（前年10月1日～当年9月30日まで）の実績値

平成16年度の実績値
平成18補助年度の実績値

小中学校通学便および、保育所送迎バスと合わせて一つの事業者が受託している。
そのため、市からの補助金は、これらも含めた全ての便に要した運行経費から収入分
を差し引いた額となっている。そこで、廃止代替便と患者輸送便の運行距離が全体の
75.1％（H17.10～H18.3実績）であったことから、合計の運行経費（平成18補助年度実
績）を按分したうえで、全体の収入を差し引いた金額を市の補助金額として算出した。

路線バス

廃止代替便
患者輸送バス（患者輸送便）

南郷コミュニティバス（第Ⅲ期）
南郷コミュニティタクシー（第Ⅲ期）

八戸市（南郷区含）負担額

小中学校通学バス（小中学校通学便）

保育所送迎バス（保育所送迎便）

八戸市では広域幹線における協調補助を除き、民営バス事業者には補助をしていな
かった。そのため、市が実際に支出したのは221.8万円であるが、本来の計算では、
815.4万円を支出する必要があった。

③

1588.6

④ ⑥

－

1151.8②

－

1434.0⑤

①

市町村単独補助路線

第Ⅲ期

広域幹線

第Ⅰ期 第Ⅱ期

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者 

市 

マネジメントセンター 

タクシー事業者Ａ 

車両 車両 

タクシー事業者Ｂ 

車両 車両 

④ 配車依頼 

①  

協力体制 

サービス水準（利用可能時間帯・ 

利用可能場所・利用料等）の設定 

② 

④ 予約 

⑥ 運行 

⑦ 利用券 

⑨ 運営補助 

⑧ 支払 ⑧ 支払 

③ 利用券購入 

地域公共交通会議 

 
図５ マネジメントセンターの仕組み 

しかし，こうした運行方式の改良を経てもなお，南

郷区の公共交通には，依然として1,100万円/年以上の公

的補助がないと地域公共交通の運営が難しい状況である．

そのため，市民・行政・事業者が協働して「オラがまち

の交通をどうするか」という意思決定を行う体制をつく

り挙げることが公共交通の持続可能性を向上される．

DRTの運営主体である「マネジメントセンター」は，
DRTの予約・配車業務に限らず，利用者や行政ととも
に，先般の道路運送法改正で位置づけられた「地域公共

交通会議」の場で，運行エリアやダイヤといったサービ

ス水準の設定について提案・協議する役割も担っている

（図５）．また，現在は区内のタクシー事業者１社が

DRTを運行しているが，１台の車両で，通常のタクシ
ー業務と乗合運行を兼ねていることから，タクシーと

DRTの双方の利用者に確実に配車ができるよう，今後
は複数の運行事業者がマネジメントセンターを介して運

行する環境を整える必要がある．  

 

４．さいごに 

 

 本研究では，①少需要適応型交通の導入適性が高まる

需要密度の条件を明らかにするとともに，②地域に適し

た運行方式をどう選択し，それをどのような仕組みで運

営していくか－について考察した． 

そのうち，後者に関して，八戸市南郷区で運行を開

始したコミュニティタクシーを例に挙げたが，通常DR
Tが運行されるよりも低密の地域であるにもかかわらず，
運行方式の工夫を行うことで行政支出額を抑えることに

つながっていることが分かった．しかし，人口低密度地

区の乗合公共交通は，こうした取り組みを経てもなお，

自律的に運営することができない．そこで，重要になる

のは，市民と行政，事業者の３者が合意形成を図ること

である．南郷区の場合も「意見交換会」を開催し，区に

おける最低限の公共交通サービス水準を設定したのだが，

その結果を踏まえて，地域に見合った運行形態の選択や

運行計画の設定が可能になった．今後は，DRTの運営
主体である「マネジメントセンター」が南郷区の公共交

通にどのような影響を与えていくのか，また合意形成の

受け皿となる「地域公共交通会議」がどのような役割を

果たしていくかに着目して研究を続けたい． 
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補注 
(1) コミュニティバスは，通常の路線バスに比べ，きめ細やかなサービ
スを乗合で提供する形態という位置づけもできるなど，明確な定義

は定まっていない． 

(2) 時刻表（固定ダイヤ）を提示しつつ，予約のある場合や期間を限定
して運行する形態も含まれる． 

(3) 可住地面積 = 行政面積（全体の面積）- 林野面積 - 湖沼面積 

(4) H19.1～3月までの利用状況：定時定路線型バス＝65.8人/日（第Ⅱ
期に比べ +16.9人/日）．DRT＝65回の配車で延べ128人が利用． 
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